
税TA
X

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
納
税
は

６
月
１
日（
月
）ま
で

　

自
動
車
税
は
自
動
車
を
、
軽
自
動
車
税

は
軽
自
動
車
（
原
動
機
付
自
転
車
な
ど
の

オ
ー
ト
バ
イ
や
農
耕
用
作
業
車
な
ど
の
小

型
特
殊
自
動
車
を
含
む
）
を
、
４
月
１
日

現
在
お
持
ち
の
方
に
か
か
る
税
金
で
す
。

　

対
象
の
方
へ
、
５
月
中
旬
に
納
税
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、６
月
１
日
（
月
）

の
納
期
限
ま
で
に
納
税
通
知
書
に
記
載
し

て
あ
る
金
融
機
関
な
ど
で
納
め
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
領
収
書
に
添
付
さ
れ
て
い
る
継

続
検
査
用
（
車
検
用
）
の
証
明
書
は
、
車

検
を
受
け
る
際
に
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

▪
自
動
車
税
に
つ
い
て

▼
東
三
河
県
税
事
務
所
自
動
車
税
グ
ル
ー
プ

☎（
０
５
３
２
）35
局
６
１
３
０

▪
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
１
０

23
局
０
１
８
０

寄
付

D
O
N
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次
の
方
々
か
ら

ご
寄
付
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ご
厚

意
に
感
謝
し
ま

す
。

▼
３
月
11
日
、
平

成
27
年
福
江
小
学

校
区
（
福
江
・
長

沢
・
保
美
）
厄
年
一
同
様
か
ら
福
江
小
学

校
の
教
育
環
境
向
上
の
た
め
、
普
通
教
室

背
面
上
ク
ロ
ス
貼
り
掲
示
板
４
基
。

＊
ふ
る
さ
と
寄
附
金
＊

▼
３
月
６
日
、
伊
藤
勝
弘
様
（
豊
川
市
）

か
ら
金
10
万
円
。

耐
震
改
修
工
事
費
を
最
大
１
６
０
万

円
補
助
し
ま
す

　

今
後
、
予
想
さ
れ
る
南
海
ト
ラ
フ
巨
大

地
震
で
は
、
震
源
域
が
陸
地
に
近
く
耐
震

化
を
し
て
い
な
い
住
宅
で
は
、
地
震
に
よ
る

倒
壊
や
家
具
転
倒
に
よ
る
被
害
が
多
く
、

さ
ら
に
津
波
発
生
時
に
は
自
宅
か
ら
の
避

難
す
ら
出
来
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

田
原
市
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
補
助
メ

ニ
ュ
ー
を
設
け
て
耐
震
化
を
進
め
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
お
住
ま
い
の
住
宅
の
耐
震
化

を
お
考
え
く
だ
さ
い
。

◉
木
造
住
宅
無
料
耐
震
診
断

　

お
住
ま
い
の
建
物
が
地
震
に
強
い
か
ど

う
か
を
診
断
し
ま
す
。
昭
和
56
年
５
月
以

前
に
建
築
し
た
木
造
住
宅
を
無
料
で
診
断

し
ま
す
。

◉
木
造
住
宅
耐
震
改
修
計
画
策
定
費
助
成

　

無
料
耐
震
診
断
の
結
果
が
、
安
全
で
な

い
と
診
断
さ
れ
た
建
物
の
補
強
設
計
を

す
る
場
合
に
、
最
大
15
万
円
を
補
助
し
ま

す
。

◉
木
造
住
宅
耐
震
改
修
工
事
費
助
成

　

補
強
設
計
に
基
づ
い
て
行
う
工
事
費
の
助

成
で
、
本
年
度
限
定
で
30
万
円
上
乗
せ
し

最
大
１
６
０
万
円
を
補
助
し
ま
す
。

◉
簡
易
耐
震
対
策
費
助
成

　

無
料
耐
震
診
断
の
結
果
が
、
安
全
で
な

い
と
診
断
さ
れ
た
建
物
に
高
齢
者
や
障
害

者
が
居
る
場
合
、
部
分
的
な
補
強
や
、
防

災
ベ
ッ
ド
、耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
な
ど
、

住
ん
で
い
る
人
が
安
全
に
な
る
よ
う
な
対

策
に
最
大
30
万
円
を
補
助
し
ま
す
。

　

そ
の
他
、
木
造
住
宅
以
外
の
建
物
の
診

断
や
改
修
工
事
、
特
定
既
存
耐
震
不
適
格

建
築
物
の
診
断
、
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の

撤
去
や
改
修
に
も
補
助
を
し
ま
す
。

　

な
お
、
補
助
を
受
け
る
た
め
に
は
事
前

に
申
し
込
み
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

▼
建
築
課

☎
23
局
３
５
２
６

22
局
３
８
１
１

青
い
鳥
郵
便
は
が
き

　

日
本
郵
便
株
式
会
社
で
は
、「
通
常
郵

便
は
が
き
」
を
無
料
配
布
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
１
級
・
２
級
の
身
体
障
害
者
手

帳
ま
た
は
Ａ
判
定
も
し
く
は
１
度
・
２
度

の
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方　

▼
枚
数
＝

１
人
20
枚　

▼
申
し
込
み
＝
６
月
１
日

（
月
）
ま
で
に
、
お
近
く
の
郵
便
局
で
対

象
と
な
る
手
帳
を
提
示
、
ま
た
は
、
は
が

き
に
住
所
・
氏
名
・
手
帳
の
種
類
・
番
号
・

等
級
を
記
載
の
う
え
郵
送

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
日
本
郵
便
株
式
会
社　

田
原
郵
便
局

（
〒
４
４
１

－

３
４
９
９　

住
所
不
要
）

☎
22
局
２
６
０
３

縦
覧
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東
三
河
都
市
計
画
道
路
事
業

事
業
計
画
変
更
認
可

　

３
・
４
・
６
０
１
号
田
原
駅
南
線
の
事
業

計
画
の
変
更
認
可
に
係
る
図
書
を
都
市
計

画
法
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
し
て
い
ま
す
。

▼
縦
覧
時
間
＝
市
役
所
執
務
時
間
中　

▼
縦
覧
場
所
＝
街
づ
く
り
推
進
課
（
市
役

所
北
庁
舎
２
階
）

▼
街
づ
く
り
推
進
課

☎
23
局
３
５
３
５

22
局
３
８
１
１
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